
【 教職員 本人 】 【 事務担当者 】 

  

【 県義務教育課 管理班 経理グループ 】 

口座振替 

旅費の審査 
 旅費請求書作成 

あらかじめ旅行命令簿に記入！ 

復伝は出張後すみやかに！ 

旅行命令・依頼簿を提出 

（旅行命令権者【校長】に承認をもらう) 

小中学校事務 
ネットワークシステム 

本人の 

口座へ 

 

 

 

 

 

旅費について理解を深めよう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そもそも、 

旅費とは？ 

旅費とは、公務のため学校（在籍校）を離れて旅行(＝出張)する場合の旅行中に

必要となる経費（交通費、宿泊費等）にあてるため、支給される費用です。 

直行直帰の旅行が 

認められるのは？ 

？ 

共同実施だより 第 3 号   

R３．1２．１ 

発行 手引き・服務グループ 

 

 

  

直行直帰（自宅から直接出張先に行き、そこから自宅に帰ること）の承認基準は

下の表のとおりです。承認基準の要件がそろっていて、旅行命令・依頼簿により旅

行命令権者（校長先生）の承認を得て初めて直行直帰が認められます。 

◎要件がそろっていない場合は認められませんのでご留意ください。 

 

自分の判断で家から直接

出張に行ったり、出張後

に直接家に帰ったりし

てはいけない事をご存

じでしたか？ 

～旅費の請求から支払いまでの流れ～ 

 

 

 

直行直帰　直行、直帰のいずれの要件も満たす場合

直帰のみ

直行のみ

　に認める場合（週休日、年休取得の場合等）

①　始業時間以降の勤務公署出発では、用務開始時間に間に合わない場合

②　公署発と比較し、直行の方が合理的である場合で、旅行命令権者が特

次のいずれかの要件を満たす場合

①　用務終了後の勤務公署帰着時間が終業時間以降になる場合

次のいずれかの要件を満たす場合

　　直行直帰の承認基準

②　公署着と比較し、直帰の方が合理的である場合で、旅行命令権者が特

　に認める場合（週休日、年休取得の場合等）

事前準備、事後処理、報告等を当日に行う必要がないこと。

区　　分

共　　通

要　　　件



・アンガーマネージメント 

（怒りのコントロール）           

・深呼吸 

（カウントアップ呼吸） 

・リフレーミング 

（相手の立場になって共感する） 

・アサーション 

（自分も相手も尊重した表現） 

 

発令・ 出発地 □　通信費負担あり

依  頼 用務先 到着地 □　駐車場負担あり

年月日 □　交通費負担あり

□　夕食代含む　□朝食代含む

旅　行

円

期  間

発令・ 出発地 □　通信費負担あり

依  頼 用務先 到着地 □　駐車場負担あり

年月日 □　交通費負担あり

□　夕食代含む　□朝食代含む

旅　行

円

期  間

所属部課又は所属団体 周防大島町立　○○中　学校 住所又は居所 柳井市柳井１２３－１ 用務地( 　柳井　　 )

職　名　又　は　職　業

　　　２　　年      1   　月　　1     日　 教育職（二）　○　　級　　○○　号給

教諭 氏名 大島　太郎
職務の級及び 円

号給又は給料月額 　　　　　　　年        　　月　　　    日　　　 　　 　　　　　　　級　　　　　　号給　　

円

□　自家用車

用 　務
周防大島町○○○
大会　引率

　　３年　　７月　２４日　から □　他車に同乗（運転者　　　　　　　　　　　　　　　　） □　旅費の主催者負担あり

　　　　２５ □　公用車（貸切バスの自己負担なしを含む） 支給金額

　　　年　　　月　　　日　まで

旅行者

の確認

備
　
　
　
考

旅

行

経

路

□学校発　□自宅発　
費

用

負

担

□学校着　□自宅着　

交

通

手

段

□　公共交通機関（貸切バスの自己負担ありを含む）

会場名

　周防大島町陸上競技場
３年　　７月　１６　日

用務地 (            　　　　       )

所属部課又は所属団体 周防大島町立　○○中　学校 住所又は居所 柳井市柳井１２３－１ 用務地( 　柳井　　 )

□　徒歩 登録番号

同一用務地内旅行　往復距離　実測　　　・　　km

旅行命令・
依頼

旅行命令権者 教　頭 係

職　名　又　は　職　業

　　　　　２　年      1   　月　　1     日　 教育職（二）　○　　級　　○○　号給

教諭 氏名 大島　太郎
職務の級及び 円

号給又は給料月額 　　　　　　　年        　　月　　　    日　　　 　　 　　　　　　　級　　　　　　号給　　

円

□　自家用車

用 　務
周防大島町○○○
大会　引率

　　３年　　７月　２４日　から □　他車に同乗（運転者　　　　　　　　　　　　　　　　） □　旅費の主催者負担あり

□　公用車（貸切バスの自己負担なしを含む） 支給金額

　　　年　　　月　　　日　まで

旅行者

の確認

備
　
　
　
考

旅

行

経

路

□学校発　□自宅発　
費

用

負

担

□学校着　□自宅着　

交

通

手

段

□　公共交通機関（貸切バスの自己負担ありを含む）

会場名

　周防大島町陸上競技場
３年　　７月　１６　日

用務地 (              　　　　       )

□　徒歩 登録番号

同一用務地内旅行　往復距離　実測　　　・　　km

旅行命令・
依頼

旅行命令権者 教　頭 係

旅行日変更の場合

旅行取り消しの場合

冷静な判断力を 

身に着けるために 

 

旅行命令が変更（取消）になった場合の処理方法が変わりました。 

 

旅行命令が変更になった場合、旅行命令・依頼簿の処理は二重線を引かず朱書きで変更後の日付を記

載します。取消になった場合は朱線の×で取消します。従来の決裁印は不要になりました。 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師 下松市立公集小学校長 世木 尚 様 

                             

                          

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

変 更 

交通事故を 

なくすには？ 

教育力向上ステップアップセミナ－「不祥事の根絶をめざして」復伝 

講師 

こうし 

パワーハラス

メントをなく

すには？ 

 パワーハラスメントに対する正しい認識を持つ

とともに、人権を尊重する意識を養わなくてはな

りません。研修等を通じ、日ごろから意識啓発を

図ることが大切です。そして、職場のよりよい雰

囲気づくりに努めましょう。「お互い助け合い、何

でも話ができる雰囲気を醸成する」「明るくさわや

かなあいさつを心がけ、コミュニケーションを円

滑にする」・・・教職員みんなでハラスメントを生

まない土壌をつくっていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「被害者にならないためにはどうしたらよいか」ということを考えながら運転する

と、安全運転につながるという話がありました。～かもしれない運転をする、早めに

意思表示（ブレーキ）をする、時間や場所などゆとりをもつ・・・安全な運転を心が

け、交通事故の根絶をめざしましょう。 

取 消 

発令・ 出発地 □　通信費負担あり

依  頼 用務先 到着地 □　駐車場負担あり

年月日 □　交通費負担あり

□　夕食代含む　□朝食代含む

旅　行

円

期  間

　　　２　　年      1   　月　　1     日　 教育職（二）　○　　級　　○○　号給

教諭 氏名 大島　太郎
職務の級及び 円

号給又は給料月額 　　　　　　　年        　　月　　　    日　　　 　　 　　　　　　　級　　　　　　号給　　

円

□　自家用車

用 　務
周防大島町○○○
大会　引率

　　３年　　７月　２４日　から □　他車に同乗（運転者　　　　　　　　　　　　　　　　） □　旅費の主催者負担あり

　　　　２５ □　公用車（貸切バスの自己負担なしを含む） 支給金額

　　　年　　　月　　　日　まで

旅行者

の確認

備
　
　

　
考

旅

行

経

路

□学校発　□自宅発　
費

用

負

担

□学校着　□自宅着　

交

通

手

段

□　公共交通機関（貸切バスの自己負担ありを含む）

会場名

　周防大島町陸上競技場
３年　　７月　１６　日

用務地 (            　　　　       )

□　徒歩 登録番号

同一用務地内旅行　往復距離　実測　　　・　　km

復　 命

年月日
　　年　　　月　　　日

結果
又は
状況

決裁

旅行者

の印

元の日付を取り消す二重線はなくてよい

朱書きで変更になった日を書く

朱書きで×を引く。 

 ※ 訂正印は不要 

 


